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 土地改良法（昭和24年法律第19 5号）第84条において準用する同法第18条第17項の規定により、新 

川沿岸土地改良区連合から役員の退任及び就任について次のとおり届出があった。 

  令和６年５月24日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

１ 退任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 藤澤 勇一   木田郡三木町大字鹿伏25 1番地        令和６年４月16日 

  〃   市原 信夫   木田郡三木町大字平木44 8番地        〃 

  〃   入倉 修一   木田郡三木町大字鹿伏38 3番地        〃 

  〃   山地 一夫   木田郡三木町大字下高岡3317番地       〃 

  〃   髙尾 壽一   木田郡三木町大字井上13 7番地２       〃 

  〃   黒川 猛    木田郡三木町大字池戸2246番地１       〃 

  〃   森澤 泰雄   高松市亀田町33番地２            〃 

  〃   小河 賢治   高松市前田西町91 4番地           〃 

  〃   宮武 豊之   高松市東山崎町1180番地           〃 

  〃   十河 正昭   高松市東山崎町1160番地１          〃 

  〃   黒川 省藏   高松市前田東町９番地６           〃 

  〃   一二三 洋治  高松市前田西町31番地１           〃 

  監 事 藤井 匠    木田郡三木町大字下高岡43番地        〃 

  〃   七宮 政義   高松市前田西町84 3番地           〃 

２ 就任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 藤澤 勇一   木田郡三木町大字鹿伏25 1番地        令和６年４月17日 
  〃   重安 敏治   木田郡三木町大字氷上43 5番地        〃 

  〃   市原 信夫   木田郡三木町大字平木44 8番地        〃 

  〃   入倉 修一   木田郡三木町大字鹿伏38 3番地        〃 

  〃   小川 正則   木田郡三木町大字平木36 2番地        〃 

  〃   山地 一夫   木田郡三木町大字下高岡3317番地       〃 

  〃   髙尾 壽一   木田郡三木町大字井上13 7番地２       〃 

  〃   黒川 猛    木田郡三木町大字池戸2246番地１       〃 

  〃   森澤 和広   高松市亀田町16 4番地１           〃 

  〃   山地 貞雄   高松市亀田町42 6番地１           〃 

  〃   小河 孝    高松市前田西町90 3番地           〃 

  〃   松村 一雄   高松市春日町56 0番地            〃 

  〃   十河 正昭   高松市東山崎町1160番地１          〃 

  〃   黒川 省藏   高松市前田東町９番地６           〃 

  〃   古市 孝    高松市前田西町14 2番地２          〃 

  監 事 藤井 匠    木田郡三木町大字下高岡43番地        〃 

氏   名 住           所 退任年月日 

氏   名 住           所 就任年月日 
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  監 事 横井 豊    高松市前田西町1058番地12          令和６年４月17日 

  〃   七宮 政義   高松市前田西町84 3番地           〃 

  〃   茂中 直樹   木田郡三木町大字井上98 8番地１       〃 


